
田
口
精
一
先
生
　
略
歴

田口精一先生略歴・主要著作目録

大
正
一
五
年
一
月
七

昭
和
二
四
年
三
月

昭
和
二
四
年
四
月

昭
和
二
七
年
四
月

昭
和
三
六
年
四
月

昭
和
三
六
年
一
〇
月

昭
和
三
七
年
四
月

昭
和
四
一
年
一
〇
月

昭
和
四
六
年
二
月

昭
和
五
〇
年
一
月

平
成
元
年
三
月

平
成
元
年
四
月

平
成
元
年
四
月

平
成
六
年
四
月

平
成
八
年
四
月

平
成
ニ
ハ
年
六
月

平
成
一
六
年
一
〇
月

日

東
京
都
に
出
生

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
法
律
学
科
卒
業

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
助
手

慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
助
教
授
（
担
当
憲
法
、
行
政
法
）

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
教
授
（
同
上
担
当
）

日
本
公
法
学
会
理
事
（
～
平
成
元
年
四
月
）

慶
鷹
義
塾
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
委
員
（
大
学
院
教
授
）

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
シ
ュ
パ
イ
ヤ
ー
行
政
大
学
留
学
（
慶
鷹
義
塾
派
遣
、
一
年
間
）

学
術
審
議
会
専
門
委
員
（
～
昭
和
四
七
年
一
二
月
／
昭
和
六
〇
年
二
月
～
昭
和
六
二
年
一
月
）

司
法
試
験
考
査
委
員
（
～
昭
和
六
二
年
二
一
月
）

慶
慮
義
塾
大
学
法
学
部
を
停
年
に
よ
り
退
職

慶
慮
義
塾
大
学
名
誉
教
授

常
磐
大
学
人
間
科
学
部
組
織
管
理
学
科
教
授
（
～
平
成
八
年
三
月
）

清
和
大
学
兼
任
教
授

清
和
大
学
法
学
部
教
授
（
～
平
成
二
二
年
三
月
）

博
士
（
法
学
）
を
授
与
さ
れ
る
（
慶
鷹
義
塾
大
学
）

逝
　
去
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田
口
精
一
先
生
　
主
要
著
作
目
録

、
著
　
　
書

（
a
）
単
　
著

『
基
本
権
の
理
論
』

『
法
治
国
原
理
の
展
開
』

『
行
政
法
の
実
現
』

信
山
社
　
平
成
八
年

信
山
社
平
成
二
年

信
山
社
　
平
成
一
四
年
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（
b
）
共
編
著
・
訳
書
（
主
な
も
の
）

『
憲
法
の
基
礎
知
識
』

『
体
系
憲
法
事
典
』

『
憲
法
の
論
点
』

カ
ー
ル
・
ヘ
ル
マ
ン
・
ウ
ー
レ
『
ド
イ
ツ
行
政
法
と
基
本
法
』

小
泉
記
念
講
座
選
書
四

　
　
　
有
斐
閣

　
　
青
林
書
院

　
　
法
学
書
院

慶
鷹
義
塾
大
学

昭
和
四
一
年

昭
和
四
三
年

昭
和
四
八
年

昭
和
四
四
年



二
、
学
術
論
文
（
主
な
も
の
）

田口精一先生略歴・主要著作目録

自
由
裁
量
処
分
に
対
す
る
判
決
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
二
六
巻
一
〇
号

裁
判
に
よ
る
憲
法
保
障
へ
の
期
待
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
二
八
巻
四
号

社
会
的
法
治
国
家
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
法
研
究
一
五
号

ボ
ン
憲
法
に
お
け
る
社
会
的
法
治
国
家
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
二
九
巻
丁
三
号

社
会
的
法
治
国
家
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
〇
巻
七
号

ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
権
利
保
障
の
一
般
的
条
項
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
慶
鷹
義
塾
大
学
法
学
部
編
『
慶
鷹
義
塾
創
立
百
年
記
念
論
文
集
　
第
一
部
法
律
学
関
係
』

ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
人
聞
の
尊
厳
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
三
巻
　
二
号

西
ド
イ
ツ
憲
法
裁
判
所
の
判
例
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
法
研
究
二
二
号

社
会
的
法
治
国
家
に
お
け
る
計
画
（
躍
き
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
四
巻
一
一
号

ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
人
格
の
自
由
な
発
展
の
権
利
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
六
巻
一
一
号

私
人
相
互
の
関
係
に
お
け
る
人
権
の
保
障
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
法
研
究
二
六
号

ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
死
刑
の
廃
止
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
七
巻
一
号

ボ
ン
基
本
法
に
お
け
る
基
本
権
喪
失
条
項
の
意
義
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
七
巻
九
号

人
格
の
自
由
な
発
展
の
基
本
権
と
他
人
の
権
利
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
三
八
巻
六
号

生
活
環
境
を
め
ぐ
る
人
権
の
競
合
と
調
整
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
六
巻
三
号

基
本
権
の
第
三
者
効
力
と
法
秩
序
の
維
持
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
四
七
巻
九
号

人
権
お
よ
び
人
権
と
私
法
関
係
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
憲
法
三
〇
年
の
軌
跡
』
（
ジ
ュ
リ
ス
ト
六
三
八
号
）
有
斐
閣

日召　日召　日召　日召　日召

和和和和和

二一一〇八
年年年年年

日召　日召　日召　日召　日召　日召　日召　日召　日召　日召　日召　日召

和和和和和和和和和和和和
五四四四三三三三三三三三
二九八〇九九九八六五五三
年年年年年年年年年年年年
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議
員
定
数
の
不
均
衡
是
正
と
選
挙
訴
訟
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
五
〇
巻
一
号

人
権
の
国
際
化
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
法
研
究
四
三
号

社
会
生
活
に
お
け
る
人
権
保
障
の
実
現
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
法
学
研
究
五
六
巻
二
号

基
本
的
人
権
の
社
会
生
活
に
お
け
る
限
界
　
　
　
　
『
公
法
の
基
本
問
題
』
（
田
上
穣
治
先
生
喜
寿
記
念
）
所
収
、
有
斐
閣

「
基
本
的
人
権
」
の
意
味
お
よ
び
私
人
相
互
間
に
お
け
る
権
利
の
保
障
　
　
『
憲
法
の
争
点
（
新
版
）
』
ジ
ュ
リ
ス
ト
増
刊

共
同
生
活
と
人
間
の
尊
厳
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
比
較
憲
法
学
会
編
『
国
際
比
較
憲
法
会
議
一
8
0
』

人
間
の
尊
厳
条
項
に
関
す
る
新
た
な
課
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
和
法
学
研
究
四
巻
一
号

昭
和
五
二
年

昭
和
五
六
年

昭
和
五
八
年

昭
和
五
九
年

昭
和
六
〇
年

平
成
二
年

平
成
九
年
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